
 

 

平成２４年度中間決算に関する意思疎通について 

（中央総合情報第９１号参照） 

 

 

 信越支社各社は、本日（11月 15日）「平成２４年度中間決算の概要」に対する今後

の支部段階での意思疎通の扱いについて説明をしてきました。 

  

 支部段階において、平成２４年度の中間決算の公表資料（概要資料及び各社の中間

財務諸表の概要・中央総合情報第９１号の各社資料）に基づき、１１月１５日（木）

以降、１２月７日（金）までに、支部事業推進委員会で丁寧に説明されます。 

 

 原則、旧郵便事業会社と旧郵便局会社は合同開催とし、グループ各社においても各

社窓口担当委員の調整の結果、各社合同での開催も可能としています。 

 なお、信越各支部で３会社（旧郵便事業会社及び旧郵便局会社・ゆうちょ銀行・か

んぽ生命）を有する支部は郵政・中信・新潟・中越支部、２会社（旧郵便事業会社及

び旧郵便局会社・ゆうちょ銀行）は長野・下伊那支部です。 

  

 また、社員説明は支部事業推進委員会と同時並行とし、社員全員に１２月７日（金）

までに終了するとしています。 

 

  

 

【労使対応】  支部事業推進委員会 
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